
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

学校現場における児童生徒、保護者、教職員その他の関係者の間で生じる諸問題について、法務の専

門家「スクールロイヤー」と学校との間で直接相談ができる仕組みを構築するため、長野県弁護士会、

長野県教育委員会の代表者による標記締結式を開催します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

長野県(教育委員会) プレスリリース  令和６年（2024 年）2 月１日 

 

スクールロイヤー制度に関する連携協定締結式を開催します 

（問合せ先） 

担当  長野県教育委員会事務局義務教育課管理係 

鈴木、小池 

電  話 026-235-7426（直通） 内線 4338 

Ｆ Ａ Ｘ 026-235-7494 

E-mail  gimukyo@pref.nagano.lg.jp 

https://www.pref.nagano.lg.jp/kyoiku/kyoiku02/gyose/zenpan/keikaku/keikaku-4.html 

 

１ 日 時 令和６年２月８日（木） 午後４時から５時まで 

 

２ 会 場 長野県庁８階 教育委員会室 

 

３ 構成機関及び出席者（敬称略） 

機 関 名 役 職 氏 名 

長野県弁護士会 
会 長  山岸 重幸 

副会長  堀内 優香 

長野県教育委員会 

教育長  内堀 繁利 

義務教育課長  加藤 浩 

義務教育課教育幹  小池 徳男 

 

４ 内 容 

（１）出席者紹介 

（２）協定の概要説明 

（３）協定書署名 

（４）写真撮影 

（５）各代表者挨拶 

（６）質疑応答    
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